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大垣市税条例の一部改正について 

 

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る地方税法等の一部改正に伴い、大垣市税

条例の一部改正を行うもの。 

 

１ 主な改正内容 

⑴ 個人市民税関係 

➀ 新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例     【附則第31条】 

イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への所得税にお

いて寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとし

て条例で定めるものについて、個人市民税の税額控除の対象とするもの。 

➁ 新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例  

                【附則第32条】                 

       新型コロナウイルス感染症の影響によって、入居が期限（令和2年12月31日）に

遅れて一定の要件を満たす場合、控除期間が13年に延長された住宅借入金等特別

控除を適用するもの。 

         

⑵ 固定資産税・都市計画税関係 

➀ 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充     【附則第8条の2】 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事

業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えるも

の。 

改正案 現 行 

＜対 象＞ 

現行に事業用家屋と構築物を追加 

 

＜特例率＞ 

0 

＜対 象＞ 

機械及び装置、器具及び備品、工具、

建物附属設備 

＜特例率＞ 

0 

 

⑶  軽自動車税関係 

 ➀ 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長             【附則第18条の2】 

 自家用乗用の軽自動車を取得した場合、軽自動車税環境性能割の税率を1％分軽

減する特例措置について、その適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得

したものを対象とするもの。 
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⑷  その他 

地方税法等の一部改正により、条項の修正等を行うもの。 

 

２ 施行期日 

項 目 施行期日 

個人市民税関係 

1(1)➀ 
新型コロナウイルス感染症等に

係る寄附金税額控除の特例 
令和 3年 1月 1日 

1(1)➁ 

新型コロナウイルス感染症等に

係る住宅借入金等特別税額控除

の特例 

令和 3年 1月 1日 

固定資産税・都市計

画税関係 
1(2)➀ 

生産性革命の実現に向けた固定

資産税の特例措置の拡充 
公布の日 

軽自動車税関係 1(3)➀ 
軽自動車税環境性能割の臨時的

軽減の延長 
公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


